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○釧路市交流プラザさいわい条例  

平成１７年１０月１１日  

釧路市条例第２６１号  

（設置）  

第１条 市民の学習活動を奨励し、文化、教養及び福祉の向上を図るととも

に、男女が共に参画する社会の形成に寄与するため、釧路市交流プラザさ

いわい（以下「交流プラザ」という。）を設置する。  

（位置）  

第２条 交流プラザは、釧路市幸町９丁目１番地に置く。  

（事業）  

第３条 交流プラザは、第１条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 市民に学習の場を提供すること。  

（２） 市民に文化及び教養の向上に必要な機会を提供すること。  

（３） 前２号に掲げるもののほか、釧路市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）が必要と認める事業  

（使用の承認）  

第４条 交流プラザの施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会

の承認を受けなければならない。  

２  教育委員会は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用につい

て条件を付し、及びこれを変更することができる。  

（使用の制限）  

第５条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流プラザ

の使用を承認しない。  

（１） 公益を害するおそれがあると認められるとき。  

（２） 交流プラザの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる

とき。  

（３） 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利

益になると認められるとき。  
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（４） 管理運営上支障があると認められるとき。  

（使用料）  

第６条 第４条第１項の規定により使用の承認を受けた者（以下「使用者」

という。）は、別表に定める使用料を納入しなければならない。  

２  教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又

は免除することができる。  

３  第１項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。

ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、この限りでない。  

（使用料の不還付）  

第７条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が必要があると認

めたときは、その全部又は一部を還付することができる。  

（転貸等の禁止）  

第８条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。  

（特別の設備等の承認）  

第９条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の

器具を持ち込み、使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認

を受けなければならない。  

（使用承認の取消し等）  

第１０条  教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、

使用の承認を取り消し、又は使用の制限若しくは停止をすることができる。 

（１） 使用の承認の条件に違反したとき。  

（２） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  

（３） 災害その他特別の理由により、施設の使用ができなくなったとき。  

（原状回復の義務）  

第１１条  使用者は、使用を終了したとき、又は使用の承認を取り消された

ときは、使用した場所を原状に回復しなければならない。  

（損害賠償）  

第１２条  使用者は、交流プラザの施設、設備その他物件を損傷し、又は滅
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失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会

が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することが

できる。  

（委任）  

第１３条  この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市交流プラザさいわい

条例（平成１２年釧路市条例第６２号）の規定によりなされた処分、手続

その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみな

す。  

附  則（平成１９年３月２２日条例第１０号）  

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。  

附  則（平成２２年９月２１日条例第４１号）  

この条例は、規則で定める日から施行する。  

（規則で定める日  平成２３年３月３０日教育委員会規則第１６号

により平成２３年５月１６日）  

附  則（平成２６年３月２０日条例第４号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

（使用料等の改定に係る経過措置）  

４  この条例（第１条、第９条、第１２条から第１５条まで、第１８条、第

１９条、第２１条から第２５条まで、第２８条、第２９条、第３１条、第

３２条、第３６条、第４４条、第５４条、第５７条、第６０条、第６４条

及び第６８条を除く。）による改正後のそれぞれの条例の規定（第２項第

４号から第６号までに規定する規定を除く。）は、施行日以後の使用、占
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用、入場、観覧、採取等（以下「使用等」という。）に係る使用料等であ

って、施行日以後に支払を受けるべきもの（施行日前に発行した納入通知

書に係るものを除く。）について適用し、施行日前の使用等に係る使用料

等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した

納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。  

（規則への委任）  

８  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置

は、規則で定める。  

附  則（平成３１年３月２２日条例第８号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

（使用料等の改定に係る経過措置）  

５  この条例（第１条、第９条、第１２条から第１６条まで、第２１条、第

２３条から第２６条まで、第２９条、第３０条、第３２条から第３４条ま

で、第３７条、第４０条、第４５条、第５７条、第６０条、第６３条、第

６７条及び第７１条を除く。）による改正後のそれぞれの条例の規定（第

２項第３号から第５号までに規定する規定を除く。）は、施行日以後の使

用、占用、入場、観覧、採取、入港等（以下「使用等」という。）に係る

使用料等（第９項に規定する使用料等を除く。）であって、施行日以後に

支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等

又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例によ

る。  

（規則への委任）  

１０  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措

置は、規則で定める。  

附  則（令和元年６月２８日条例第２号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（令和７年３月２５日条例第２１号）  
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この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

別表（第６条関係）  

区分  午前  午後  夜間  全日  

午前９時～正

午  

午後１時～午

後５時  

午後６時～午

後９時  

午前９時～午

後９時  

２

階  

洋

室  

 円  円  円  円  

２０１号  １，２１０  １，７００  １，７００  ４，６１０  

２０２号  ８３０  １，０８０  １，０８０  ２，９９０  

２０３号  ８３０  １，０８０  １，０８０  ２，９９０  

２０４号  ２，２９０  ２，６６０  ２，６６０  ７，６１０  

２０５号  １，２１０  １，７００  １，７００  ４，６１０  

２０６号  １，２１０  １，７００  １，７００  ４，６１０  

２０７号  ２，２９０  ２，６６０  ２，６６０  ７，６１０  

２０８号  ２，６６０  ２，９００  ２，９００  ８，４６０  

２０９号  １，２１０  １，７００  １，７００  ４，６１０  

音楽室  １，７００  ２，６６０  ２，６６０  ７，０２０  

３

階  

大ホール  ５，１９０  ７，０２０  ７，０２０  １９，２３０  

小ホール  ３，５００  ５，１９０  ５，１９０  １３，８９０  

和

室  

３０１号  １，２１０  １，７００  １，７００  ４，６１０  

３０２号  １，２１０  １，７００  １，７００  ４，６１０  

３０３号  １，２１０  １，７００  １，７００  ４，６１０  

洋

室  

３０４号  １，２１０  １，７００  １，７００  ４，６１０  

３０５号  １，０８０  １，４６０  １，４６０  ３，９９０  

３０６号  １，０８０  １，４６０  １，４６０  ３，９９０  

４

階  

料理教室  ４，３６０  ５，１９０  ５，１９０  １４，７５０  

華道室  １，７００  ２，６６０  ２，６６０  ７，０２０  

茶道室  １，７００  ２，６６０  ２，６６０  ７，０２０  
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遊戯室  ２，６６０  ２，９００  ２，９００  ８，４６０  

絵画室  １，２１０  １，７００  １，７００  ４，６１０  

彫塑室  １，０８０  １，４６０  １，４６０  ３，９９０  

洋

室  

４０１号  ８３０  １，０８０  １，０８０  ２，９９０  

４０２号  ８３０  １，０８０  １，０８０  ２，９９０  

４０３号  ８３０  １，０８０  １，０８０  ２，９９０  

４０４号  １，０８０  １，４６０  １，４６０  ３，９９０  

４０５号  １，２１０  １，７００  １，７００  ４，６１０  

４０６号  ８３０  １，０８０  １，０８０  ２，９９０  

４０７号  １，２１０  １，７００  １，７００  ４，６１０  

備考  

１  午前と午後又は午後と夜間を通じて使用する場合の使用料は、各時

間帯の使用料の額の合計額とする。  

２  営利を目的とする行事等に使用する場合の使用料は、この表の規定

（前項の規定を含む。）による使用料の額にその額の１００％に相当

する額を加算した額とする。  

３  １１月から翌年４月末までの間に、暖房を必要とする場合には、教

育委員会が別に定める暖房料を加算する。  

 


